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本市では、平成 17年６月に市街地環境の保全を目的に、用途地域と連動した

高度地区を決定しております。 

こうした中で、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るため、

「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有

等に関する法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第４７号）」が令和８年

４月１日に施行されたことに伴い、「マンションの建替え等の円滑化に関する法

律（平成１４年法律第７８号）」の題名が改称されたため、本市の高度地区にお

いて同法の題名を引用している箇所を変更するものです。 


